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主な意見

１．ワイヤレス固定電話の接続料原価の範囲について

＜事業者からの主な意見＞

 モバイル網に係るコストについては接続料原価の対象外とすることが適切。

• 固定電話サービスの維持のため、従来の加入者回線（メタルケーブル）に代えて利用するという目的を踏まえれば、モバイル網に係るコストについ
ては基本料での回収範囲とし、接続料原価の対象外とすることが適切。

 ワイヤレス固定電話のコア網の設備は接続料原価の範囲とすることが適切。

• ワイヤレス固定電話の提供に当たり、NTT東日本・西日本が新たに設置する設備（モバイル網接続用ルータやSIPサーバ等）は、トラヒック量に応じ
て設備の容量等を決定し、トラヒックの増加に応じた増設が必要なものであることから、接続料原価の対象とすることが適切。

• ひかり電話やメタルＩＰ電話等と共用するネットワーク設備、ワイヤレス固定電話用SIPサーバ及びFAXサーバ等は、NGNの基本機能として整理が可
能なことから、全体費用が上昇しない前提で接続料原価の範囲とすることが適切。

 接続用ルータ及びオペレーションシステム開発費の取扱いは要検討。

• 接続用ルータ及びオペレーションシステム開発費を接続料原価の範囲に含めるかどうかは、これらの機能を明らかにした上で検討することが必要。

 接続用ルータは接続料原価の対象とするべき。

• 接続用ルータは、トラヒック量に応じて設備の容量等を決定し、トラヒックの増加に応じた増設が必要なものであり、また端末回線を直接収容するの
ではなく、トラヒックを交換伝送するという機能の観点では 、加入者交換機や中継ルータに相当するため、接続料原価の対象とすることが適切。

 ワイヤレス固定電話の導入に伴い「設備運営に係るシステム」の改修は生じない見込み。

• ワイヤレス固定電話に係るオペレーションシステムの開発内容は詳細を検討中であるものの、「設備運営に係るシステム」については改修が生じな
い見込み。
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主な意見

２．ワイヤレス固定電話の接続料原価の算定方法について

＜事業者からの主な意見＞

 ワイヤレス固定電話に係る設備の接続料原価は原則としてLRIC方式により算定するべき。

• ワイヤレス固定電話が加入電話の代替として提供されることを踏まえ、ワイヤレス固定電話に係る設備の接続料原価の算定には、加入電話の算
定方式を踏襲し、原則としてLRIC方式を適用するべき。

• ワイヤレス固定電話に係る接続料原価の算定については、効率化のインセンティブを働かせるため、LRIC方式の適用を前提として検討するべき。

 ワイヤレス固定電話用SIPサーバ及びFAX用サーバについてはLRIC方式による原価算定も含めて検討するべき。

• ワイヤレス固定電話に係る機能のうち9次IP-LRICでモデル化されていない機能(ワイヤレス固定電話用SIPサーバ及びFAX用サーバ)については、
次期IP-LRICモデルでモデル化することとし、それまでの間は経過措置として、実際費用方式により接続料を算定することが考えられる。

• 現時点で見込まれているワイヤレス固定電話用SIPサーバ及びFAX用サーバの構築費は相当高額で、更なるコストの低廉化、効率化に向けた検
討が必要であり、LRIC方式による原価算定も含めて検討するべき。

 ワイヤレス固定電話に係る設備のうち既存の固定電話とのネットワーク共用区間については実際費用方式により接続料原価を算定することが
適当。

• ワイヤレス固定電話に係る設備のうち既存の固定電話とのネットワーク共用区間（IP網移行前における変換装置及び中継ルータ並びにIP網移行
後におけるGWルータ及び中継ルータ）については、ひかり電話と共通の設備であり、既に実際費用方式により接続料が算定されている現状を踏ま
え、実際費用方式により接続料原価を算定することが適当。

 ワイヤレス固定電話に係る設備の接続料原価は実際費用方式により算定することが適当。

• ワイヤレス固定電話の設備構築・運用にはコスト効率化のインセンティブが自ずと働く。また、ワイヤレス固定電話提供のために新規設置される設
備は、競争環境下で構築されたIP網と一体的に構築・運用される。さらに、ワイヤレス固定電話は、実際費用方式で算定されるひかり電話の既存
設備を共用する。これらの点を踏まえると、ワイヤレス固定電話に係る設備の接続料原価は実際費用方式により算定することが適当。
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主な意見

２．ワイヤレス固定電話の接続料原価の算定方法について

＜事業者からの主な意見（続き）＞

 ワイヤレス固定電話の導入に伴いLRICモデルに新たなロジックを追加するべき。

• ワイヤレス固定電話導入後の加入電話の配線設備の減分設備原価を正しく把握することが必要であり、当該設備原価を算定するLRICモデルに、
ワイヤレス化されたメッシュには配線を行わないことを考慮するロジックを追加するべき。

• IP網への移行後のメタルIP電話及びワイヤレス固定電話の接続料算定に当たっては、メタルIP電話に係る現在の整理も踏まえ、ワイヤレス固定電
話の影響（配線設備のコスト減分の反映、ワイヤレス固定電話固有設備の取扱いに係る整理）を考慮した新たなLRICモデルを検討することが適切。

• ワイヤレス固定電話の導入については、収容局のエリア全てがワイヤレス固定電話に切り替わる場合には当該収容局の加入者交換機等の設備が
不要となり、収容局の一部がワイヤレス固定電話に切り替わるケースでもFRTコストやFRT-GC間伝送路コストの低減が考えられることから接続料
に影響があると考えられ、次期LRICモデルの検討時には当該ロジックをモデルに追加することが必要。

 ワイヤレス固定電話を導入してもLRIC モデルの改修等は直ちに必要とはならない。

• メタルアクセス回線が減少したとしても、ネットワーク設備の設備量が回線リニアに減少 することは想定されず、ネットワークに係る接続料原価への
影響は限定的と考えられる。また、ワイヤレス固定電話については現時点で面的な導入が想定されていないこと等も考慮すると、LRIC モデルの改
修等は直ちに必要とはならない。

 IP 網への移行期間中は、ワイヤレス固定電話はメタル電話の需要とみなして接続料を算定することが現実的。

• LRIC方式は現実網をそのまま反映することを目的としておらず、また当座はワイヤレス固定電話の適用エリアが限定的であることを考慮すると、IP
網への移行期間中は、ワイヤレス固定電話はメタル電話の需要とみなして接続料を算定することが現実的。
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主な意見

２．ワイヤレス固定電話の接続料原価の算定方法について

＜事業者からの主な意見（続き）＞

 ワイヤレス固定電話導入の結果、接続料が上昇して接続事業者の負担が増加することは、認められない。

• ワイヤレス固定電話は加入電話のアクセス網部分の効率化を目的に提供されるものであり、導入の結果、接続料が上昇して接続事業者の負担
が増加することは、ネットワーク全体の効率化ではなく費用の付け替えにすぎないため、認められない。仮にIP網への移行等の特殊な事情により接
続料が上昇する場合には、その負担を後年度に繰り延べる等の措置も検討するべき。

• ワイヤレス固定電話は、現在のメタル回線による電話よりも効率化することを目的として導入されるものであり、当然、接続料も現状よりも効率化さ
れた水準になることを期待している。
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主な意見

３．ワイヤレス固定電話の接続料の設定方法について

＜事業者からの主な意見＞

 IP網への移行前及び移行後のいずれにおいても、ひかり電話と同一の接続料をひかり電話及びワイヤレス固定電話の双方に適用することが
適当。

• ワイヤレス固定電話はひかり電話の既存設備を共用する。また、ひかり電話と同一のPOIで、同一の技術的条件で他事業者と接続する。さらに、ワ
イヤレス固定電話の接続料を単独で設定することには課題がある。これらの点を踏まえると、IP網への移行前及び移行後のいずれにおいても、ひ
かり電話と同一の接続料をひかり電話及びワイヤレス固定電話の双方に適用することが適当。

 IP網への移行期間中は、ワイヤレス固定電話及び加入電話で単一の接続料を設定することが適当。

• ワイヤレス固定電話が加入電話の代替として提供されることを踏まえ、IP網への移行期間中は、ワイヤレス固定電話及び加入電話で単一の接続
料を設定することが適当。

 IP網への移行後は、ワイヤレス固定電話、メタルIP電話及びひかり電話で単一の接続料を設定することが適当。

• IP網移行後はメタルIP電話及びひかり電話で単一の接続料を設定するという現行の整理を踏まえ、IP網への移行後は、ワイヤレス固定電話、メタ
ルIP電話及びひかり電話で単一の接続料を設定することが適当。
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主な意見

１．ワイヤレス固定電話の接続料原価の範囲について

２．ワイヤレス固定電話の接続料原価の算定方法について

３．ワイヤレス固定電話の接続料の設定方法について

＜委員からの主な意見＞

 設備原価のTS部分は接続料原価の範囲と考えてもよいのではないか。

• 接続料原価の範囲は、基本的にはTSであるか、NTSであるかという観点で考えており、設備原価にTS部分があり、それが合理的に解釈されるので
あれば、当該部分は接続料原価の範囲と考えてもよいのではないか。

 ワイヤレス固定電話については、TSコストであるから無条件に接続料原価の範囲に含めると判断してよいかは疑問。

• ワイヤレス固定電話の接続料原価の範囲について、ワイヤレス固定電話の位置付けを考えると、TSコストであるから無条件に接続料原価の範囲
に含めると判断してよいかは疑問。

 ワイヤレス固定電話の基本料原価の範囲については、加入電話での考え方に合わせることが整合的。

• ワイヤレス固定電話は加入電話のアクセス回線の置き換えとして携帯電話網を用いており、従来の基本料原価/接続料原価の整理の際とは少し
事情が異なる。ワイヤレス固定電話と加入電話で基本料原価の範囲の考え方が異なる場合、少し不自然なことになり得る。

• ワイヤレス固定電話は限定的な地域で加入電話に替わり提供されるものであるため、基本的には加入電話での考え方を踏襲することが考えられ、
基本料原価の範囲についても加入電話での考え方に合わせることが整合的。

 ワイヤレス固定電話については、コア網を含めた全体でのコスト削減効果を確認することが必要。

• ワイヤレス固定電話については、携帯電話網に置き換えるアクセス網だけではなく、コア網を含めた全体でのコスト削減効果を確認することが必要。

• ワイヤレス固定電話は固定電話網の効率化を進めるという観点から活用が望まれるが、導入開始から10年後の導入回線数が10万回線と非常
に少数しか見込まれておらず、初期投資費用の発生や9年間という減価償却期間を考えると、コストパフォーマンスが心配。
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主な意見

１．ワイヤレス固定電話の接続料原価の範囲について

２．ワイヤレス固定電話の接続料原価の算定方法について

３．ワイヤレス固定電話の接続料の設定方法について

＜委員からの主な意見（続き）＞

 ワイヤレス固定電話については、接続料原価部分のコスト削減インセンティブが十分であるかが一つの論点。

• 接続料の算定方法についての本質的な論点は、より効率的、合理的な算定方法は何かということだと考える。ワイヤレス固定電話について、携帯
電話網に置き換えるアクセス網部分のコスト削減インセンティブは十分であろうが、接続料として他社が負担する部分のコスト削減インセンティブが
十分であるかが一つの論点であり、この観点からLRIC方式の適用という意見が出ていると考える。

 ワイヤレス固定電話の導入により接続料が上昇することは問題であり、接続料に上限を設けるといった対応が必要。

• ワイヤレス固定電話の導入によりNTT東日本・西日本のコスト削減効果が拡大していく一方で、接続事業者が負担する接続料が10年以上にわた
り導入前よりも高くなることは問題であり、今までの接続料の考え方をベースに、接続料が上がることのないような対応が必要。

• 加入電話の置き換えとして例外的にワイヤレス固定電話を導入するのであるから、そのことに対しての追加コストが接続事業者に対して接続料とい
う形で課されることは問題。

• ワイヤレス固定電話について、接続事業者が負担する接続料原価部分に対しても効率化を求めるための方法としては、LRIC方式による接続料の
算定も考え得るが、ワイヤレス固定電話導入前と同じ接続料とすることでさらに効率化の努力を促すようなメカニズムも必要と考える。

• ＮＴＴ東日本・西日本のコスト削減を目的としたワイヤレス固定電話の導入により接続事業者が負担を強いられるとすると、これは典型的な外部不
経済であり、それも金銭的な形で生じるものと解釈できる。外部不経済は内部化すべきであり、設備構成によらず接続料に上限を設ける等の対応
が必要。SIPサーバやFAXサーバ等の開発費が非常に高額であることが、このような外部不経済の原因であると考える。

• ワイヤレス固定電話の接続料の算定方法について、IP網への移行期間中は現行の加入電話の接続料を維持するという考え方は、非常に現実的
であると考える。IP網への移行後においても、ワイヤレス固定電話の導入回線数が依然限定的であることを踏まえれば、ワイヤレス固定電話の導
入に伴い接続料が上昇するリスクは避けられないのではないか。

• 利用者料金が現在の料金から大幅に変わることがないようにすべきであり、この観点からも、ワイヤレス固定電話を加入電話と同等とみなすという
接続料の計算方法は妥当と考える。
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主な意見

１．ワイヤレス固定電話の接続料原価の範囲について

２．ワイヤレス固定電話の接続料原価の算定方法について

３．ワイヤレス固定電話の接続料の設定方法について

＜委員からの主な意見（続き）＞

 ワイヤレス固定電話の導入に伴い、これを反映した新たなLRICモデルを構築するという提案は、少し大げさに感じる。

• ワイヤレス固定電話の導入に伴い、これを反映した新たなLRICモデルを構築するという提案は、少し大げさに感じる。一方、過去の経験からすると、
NTT東日本・西日本によるコスト削減努力に疑問がないわけではなく、この観点から、難しさはあるだろうが、設備単価の提案を他事業者から募る
ことも考え得る。

• ワイヤレス固定電話の導入を反映した新たなLRICモデルを構築したとしても接続料が上昇してしまう可能性はあり、この際、新たなLRICモデルの構
築ではなく、接続料に上限を設けるという対応の方が、素直で簡便ではないか。
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論点整理 （１．ワイヤレス固定電話の接続料原価の範囲について） 9

１．ワイヤレス固定電話の接続料原価の範囲について

● 加入電話では、現在、通信量に依存しないコストを基本料での回収範囲とすることが原則とされており、アクセス網部分が基本

料に対応する設備となっている。

● ワイヤレス固定電話は、ＮＴＴ東日本・西日本が、例外的な場合に限定して、卸役務方式により役務提供を受ける携帯電話網

等※により加入電話のアクセス網部分を代替し提供するサービスである。

※ ＮＴＴ東日本・西日本が卸役務方式により役務提供を受ける携帯電話網（ＳＩМカードを含む。）及びＮＴＴ東日本・西日本が設置するＴＡ。

※ ＮＴＴ東日本・西日本は、加入電話のアクセス網部分を代替する携帯電話網等をＮＧＮに接続するため、ＮＧＮを終端する装置として、東日本

及び西日本の中継ルータ配下に各２ヵ所、音声通信用接続用ルータ及びデータ通信用接続用ルータを設置することとしている。

● 現在、加入電話のアクセス網部分が基本料に対応する設備となっていることを踏まえれば、ワイヤレス固定電話の設備のうち、

加入電話のアクセス網部分を代替するために利用される携帯電話網等についても、基本料に対応する設備とみなすことが適

当ではないか。

● また、ワイヤレス固定電話の設備のうち、加入電話のアクセス網部分を代替する携帯電話網等以外のコア網の設備（新規に

設置されるワイヤレス固定電話用SIP サーバ等、ひかり電話と共用される中継ルータ等並びに加入電話及びひかり電話と共用

される相互接続交換機）は、音声通信用接続用ルータ及びデータ通信用接続用ルータを含め、その費用が通信量に依存する

コストとなっており、接続料原価の範囲とすることが適当ではないか。



メタル回線 光回線

ひかり電話加入電話

◎ ◎

加入者交換機

中継交換機

他事業者

ＩＰ網への移行期間中（接続ルート切替前）の設備構成

ワイヤレス固定電話

収容ルータ

SIPサーバ

接続用ルータ

中継ルータ

変換装置

信号
交換機

ONU等TA

相互接続
交換機

ワイヤレス
固定電話用
SIPサーバ、
FAXサーバ

携帯
電話網

参考 （固定電話の設備構成と接続料原価の範囲） 10

光回線メタル回線

ひかり電話メタルIP電話

◎
他事業者

ワイヤレス固定電話

接続用ルータ

ＩＰ網への移行後の設備構成

ＧＷルータ

メタル収容装置

新変換装置

中継ルータ

収容ルータ

SBC
ENUMサーバ
DNSサーバ

SIPサーバ

TA ONU等

携帯
電話網

ワイヤレス
固定電話用
SIPサーバ、
FAXサーバ

■ 固定電話（加入電話/メタルIＰ電話、ワイヤレス固定電話、ひかり電話）の設備構成と接続料原価の範囲

接続料
原価の
範囲
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２．ワイヤレス固定電話の接続料原価の算定方法について

● 現在、ＰＳＴＮに係る機能の接続料原価の算定にはＬＲＩＣ方式が、ＮＧＮに係る機能の接続料原価の算定には将来原価方式

が適用されている。また、情報通信審議会答申「ＩＰ網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方」（令和３年９月）において、

ＩＰ網への移行後は、メタル収容装置及び変換装置により提供されるメタルＩＰ電話の収容に係る機能等の接続料原価の算定に

はＬＲＩＣ方式を、ＮＧＮに係る機能の接続料原価の算定には当面は将来原価方式を用いることが適当とされたところ。

● ワイヤレス固定電話の接続料原価の範囲となる各設備の性質に着目し、上記の整理も参照すると、各設備の原価の算定方

法は以下のとおり考えられるのではないか。

・ 相互接続交換機は、ＰＳＴＮを構成する設備群の一部であり、加入電話及びひかり電話とも共用されているところ、その原価

の算定は、非効率性の排除等を行うため、加入電話及びひかり電話での利用の際と同様に、ＬＲＩＣ方式により行う。

・ 中継ルータ、旧変換装置、ＧＷルータ、ＳＢＣ、ＥＮＵＭサーバ及びＤＮＳサーバは、ＮＧＮを構成する設備群の一部であり、ひ

かり電話とも共用されているところ、その原価の算定は、ひかり電話での利用の際と同様に、まずは将来原価方式により行う。

・ 音声通信用接続用ルータ、データ通信用接続用ルータ、ワイヤレス固定電話用ＳＩＰサーバ及びＦＡＸサーバは、新規に構築

され、ワイヤレス固定電話のみで用いられるＩＰベースの設備であることを踏まえると、その原価の算定は、ＮＴＴ東日本・西日

本がその構築及び維持を十分効率的に行うことを前提として※、まずは将来原価方式により行う。

※ ＮＴＴ東日本・西日本は、これら設備の構築及び維持を効率的に行う旨説明しているところ、その効率性の実態については、今後注視していく

ことが必要。
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● 上記の算定方法により、一定の仮定の下、ワイヤレス固定電話及び加入電話/メタルＩＰ電話の接続料原価を試算すると、ワイ

ヤレス固定電話導入開始時から少なくとも10 年間は、ワイヤレス固定電話の接続料原価及び加入電話/メタルＩＰ電話の接続

料原価の合計が、ワイヤレス固定電話が導入されていないと仮定した場合（導入済みのワイヤレス固定電話が加入電話/メタル

ＩＰ電話であると仮定した場合）の加入電話/メタルＩＰ電話の接続料原価を上回ることが見込まれる。

● ワイヤレス固定電話は、ＮＴＴ東日本・西日本の自己設置設備による電話サービスの提供を基本としつつ、電話サービスの提

供が極めて不経済となる場合等に、ＮＴＴ東日本・西日本による役務提供の効率化を可能とするために制度化されたものある。

このような制度趣旨を踏まえると、ワイヤレス固定電話が導入された結果、ワイヤレス固定電話が導入されていないと仮定した

場合と比べて、接続事業者の負担が増大することは適当ではないのではないか。

● したがって、電話網のＩＰ網への移行後（令和７年１月以降）は、ワイヤレス固定電話が導入された状況での接続料原価と、ワイ

ヤレス固定電話が導入されていないと仮定した場合の接続料原価を比較し、前者が後者を上回る場合には、ワイヤレス固定電

話が導入されていないと仮定して接続料原価を算定することが適当ではないか※。

※ 接続事業者の負担の増大を回避する方法としては、電話網のＩＰ網への移行前後を問わず、接続料原価の増分に係る負担を後年度に繰り延

べる方法も考え得る。ただし、同方法をとる場合、ワイヤレス固定電話の導入開始時から少なくとも10 年間は接続料原価の増分の発生が見込

まれることを踏まえると、繰り延べ期間が長期に及ぶと想定されることから、同方法をとることは適当とは考えられないのではないか。
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■ 接続料原価の比較イメージ （ＩＰ網への移行期間中（接続ルート切替前）の設備構成の場合）

ワイヤレス固定電話及び加入電話の接続料原価の合計 ワイヤレス固定電話が未導入とした場合の加入電話の接続料原価

メタル回線 光回線

ひかり電話加入電話

◎ ◎

加入者交換機

中継交換機

他事業者

ワイヤレス固定電話

収容ルータ

SIPサーバ

接続用ルータ

中継ルータ

変換装置

信号
交換機

ONU等TA

相互接続
交換機

携帯
電話網

ワイヤレス
固定電話用
SIPサーバ、
FAXサーバ

メタル回線 光回線

ひかり電話加入電話

◎ ◎
他事業者

収容ルータ

SIPサーバ

中継ルータ

変換装置

信号
交換機

ONU等

加入電話

中継交換機

加入者交換機

相互接続
交換機

左図でワイヤレス固定電話であった電話
（右図では加入電話）

ワイヤレス固定電話用設備分の費用増
（新設したSIPサーバ、FAXサーバ等の費用）

加入電話用設備分の費用減
（加入電話の回線数減による）

紫色枠内の比較

ＮＴＴ東日本・西日本説明資料から
事務局作成

※ ワイヤレス固定電話の導入により、アクセス
回線部分は効率化

（ドライカッパ接続料が減少（概算で▲14円/回線・月））



■ ワイヤレス固定電話導入に伴うコスト削減効果 第61回接続政策委員会ＮＴＴ東日本・西日本説明資料（訂正後） から抜粋

参考 （ワイヤレス固定電話導入に伴うコスト削減効果） 14
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● また、電話網のＩＰ網への移行期間中（ワイヤレス固定電話導入開始時から令和６年12 月まで）においても、ＩＰ網への移行開

始前・移行完了後の網を各々想定して、ワイヤレス固定電話が導入された状況での接続料原価と、ワイヤレス固定電話が導入

されていないと仮定した場合の接続料原価を比較し、前者が後者を上回る場合には、ワイヤレス固定電話が導入されていない

と仮定して接続料原価を算定することが考えられるのではないか。

● ここで、前述の試算では、電話網のＩＰ網への移行期間中は、ワイヤレス固定電話の導入回線数がごく限定的であるため、ワイ

ヤレス固定電話が導入された状況での接続料原価が、ワイヤレス固定電話が導入されていないと仮定した場合の接続料原価

を上回ることが見込まれる。また、電話網のＩＰ網への移行期間中の加入電話/メタルＩＰ電話の接続料原価は、ＩＰ網への移行開

始前・移行完了後の網を各々想定して算定する必要があり、接続料原価の比較には相応のコストを要する。これらのことを踏ま

えると、電話網のＩＰ網への移行期間中は、接続料原価の比較を省略し、ワイヤレス固定電話が導入されていないと仮定して接

続料原価を算定することが適当ではないか。

● なお、これらの原価算定に当たっては、上記の各設備の性質に着目した算定方法をとることが適当ではないか。また、これらの

原価算定を行うために、ワイヤレス固定電話の導入回線数実績値等を毎年度把握することが必要ではないか。さらに、ワイヤレ

ス固定電話提供開始後の接続制度の見直しの必要性に係る検討に資するように、一定の規模でワイヤレス固定電話が導入さ

れるまでの間、NTT 東日本・西日本によるワイヤレス固定電話導入に係る計画の策定状況及び当該計画の進捗状況を確認す

ることが必要ではないか。
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３．ワイヤレス固定電話の接続料の設定方法について

● 情報通信審議会答申「ＩＰ網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方」（令和３年９月）において、電話網のＩＰ網への移行

後のメタルＩＰ電話及びひかり電話の接続料は、両電話の提供に際して多くの設備が共用されること、また両電話の品質が類似

していること等を踏まえ、同一の接続料として算定することが適当とされたところ。

● 電話網のＩＰ網への移行後、ワイヤレス固定電話は、携帯電話網を通じて、メタルＩＰ電話及びひかり電話と同様にＮＧＮに収容

され、他事業者との相互接続点もメタルＩＰ電話及びひかり電話の相互接続点と同一となる等、接続料原価の範囲となる設備の

多くをメタルＩＰ電話及びひかり電話と共有し、両電話と類似した設備構成をとる。また、ワイヤレス固定電話は、メタルＩＰ電話及

びひかり電話と同様に０ＡＢ-Ｊ番号を使用し、両電話と類似した品質で提供される。これらの点を踏まえると、電話網のＩＰ網へ

の移行後、ワイヤレス固定電話の接続料は、メタルＩＰ電話及びひかり電話と同一の接続料として算定することが適当ではないか。

● 電話網のＩＰ網への移行期間中、加入電話/メタルＩＰ電話とひかり電話の接続料は個別に算定することとされている。ワイヤレ

ス固定電話が加入電話/メタルＩＰ電話を一部置き換える形で導入されるものであること、また電話網のＩＰ網への移行期間中、

ワイヤレス固定電話の接続料原価について、ワイヤレス固定電話が導入されていないと仮定し、加入電話/メタルＩＰ電話の接続

料原価の一部とみなして算定することを考えていることを踏まえると、電話網のＩＰ網への移行期間中、ワイヤレス固定電話の接

続料は、加入電話/メタルＩＰ電話と同一の接続料として算定することが適当ではないか。



メタル回線 光回線

ひかり電話加入電話

◎ ◎

加入者交換機

中継交換機

他事業者

ＩＰ網への移行期間中（接続ルート切替前）の設備構成

ワイヤレス固定電話

収容ルータ

SIPサーバ

接続用ルータ

中継ルータ

変換装置

信号
交換機

ONU等TA

相互接続
交換機

ワイヤレス
固定電話用
SIPサーバ、
FAXサーバ

携帯
電話網 光回線メタル回線

ひかり電話メタルIP電話

◎
他事業者

ワイヤレス固定電話

接続用ルータ

ＩＰ網への移行後の設備構成

ＧＷルータ

メタル収容装置

新変換装置

中継ルータ

収容ルータ

SBC
ENUMサーバ
DNSサーバ

SIPサーバ

TA ONU等

携帯
電話網

ワイヤレス
固定電話用
SIPサーバ、
FAXサーバ
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■ 固定電話（加入電話/メタルIＰ電話、ワイヤレス固定電話、ひかり電話）の接続料の設定方法

メタルIＰ電話、ワイヤレス固定電話、ひかり電話で単一の接続料加入電話、ワイヤレス固定電話で
単一の接続料

ひかり電話の接続料


